
（公財）愛知県都市整備協会

　注）品確法には令和元年６月の改正で、 受注者・発注者の責務として情報通信技術の活用等を通じて
　　　「生産性の向上」を図る規定が追加されています。

　建設情報共有システムとは、受発注者間の打合せ簿などの工事書類をインターネット上の
システムを利用して提出・確認・共有し、生産性向上や働き方改革を支援するツールです。

▷　公益財団法人愛知県都市整備協会が運営管理。

▷　現在、おもに県発注工事が対象。今後、県内市町村等にも順次拡大（予定）。

▷　本システムの特徴として、愛知県・国交省様式の帳票の利用、オンラインでの電子納品機能
    に加え、運営者による工事契約情報の登録、ヘルプデスクの設置・操作研修の実施。

【あいち建設情報共有システムについて】

▲工事打合せ簿の提出イメージ

▲オンライン電子納品イメージ

▲202２年４月時点の対象工事

【お問合せ】　　（公財）愛知県都市整備協会まちづくり事業部　建設技術課（ヘルプデスク)　　TEL 052-756-0032

対象工事　 利用開始

 建設局、 令和２年４月以降に契約するすべての工事 R2.1.1

＜対象外とできる工事＞

・電子納品を行わない工事（指示票工事など）

・やむを得ない事情がある場合（通信環境など）

 農業水産局、 R2.4.1

 農林基盤局

 建築局 契約図書等で指定された工事 R2.7.1

 企業庁 令和３年４月以降に契約するすべての工事 R2.7.1

 防災安全局 契約図書等で指定された工事 R3.5.26

契約図書等で指定された工事 R2.7.1

契約図書等で指定された工事 R3.4.1

契約図書等で指定された工事（試行） R3.6.2

契約図書等で指定された工事（試行） R4.1.22

※利用機関名称は導入順に記載しています。

 東海市

 一宮市

利用機関

 愛知県

 岡崎市

 名古屋高速道路公社

令和４年４月以降に契約するすべての工事

 都市・交通局


